
水産流通適正化制度の届出に必要な書類

１　採捕事業者の届出に関する提出書類（※アワビ、ナマコのみ）
１―１．漁業者（個人又は法人）又は漁業協同組合が届出を行い、自らの届出番号を
取得する場合
　　＜必要書類＞
	必要書類
	概要

	１．届出書（※１）
	様式第１号（法第３条第１項関係）

	２．採捕する権限を証する書類（※２）
	漁業許可証の写し or 組合行使権を有することを証する書類

	３．一括登録用ファイル（※１）
	メールにて提出


※１　eMAFFによる電子申請の場合は不要
※２　漁業協同組合が届出を行う場合は、当資料の添付は不要

１―２．代理人（漁業協同組合、行政書士等）が代理申請を行う場合
（※アワビ、ナマコのみ）
　　＜必要書類＞
	必要書類
	概要

	１．届出書（※１）
	様式第１号（法第３条第１項関係）

	２．採捕する権限を証する書類（※２）
	漁業許可証の写し or 組合行使権を有することを証する書類

	３．委任状
	様式第５号

	４．一括登録用ファイル（※１）
	メールにて提出


※１　eMAFFによる電子申請の場合は不要
※２　漁業協同組合が届出を行う場合は、当資料の添付は不要

送付先
〒850-8570　長崎市尾上町３番１号
長崎県水産部水産加工流通課
国内流通振興担当
メール：s06130@pref.nagasaki.lg.jp




２　取扱事業者の届出に関する提出資料
＜必要書類＞
	必要書類
	概要

	１．届出書（※１）
	■アワビ・ナマコ
様式第３号（法第８条第１項関係）
■クロマグロ大型魚
様式第３号（改正法第11条第１項関係）

	２．氏名・住所を証する書類（※１）
	【個人の方】 住民票等の写し
[bookmark: _Hlk214383920]【法人の方】 定款
登記事項証明書（原本）

	３．委任状
	代理申請（行政書士等）する場合のみ
様式第５号

	４．一括登録用ファイル（※１）
	メールにて提出


　※１　eMAFFによる電子申請の場合は不要。
　        　（ｇＢｉｚＩＤプライム取得時に必要な事項が確認できるため。）











送付先
〒850-8570　長崎市尾上町３番１号
長崎県水産部水産加工流通課
国内流通振興担当
メール：s06130@pref.nagasaki.lg.jp

